
不適切なサービスに注意してください

不適切なサービスを提供する事業所を利用した場合

利用者自身が不正や犯罪に巻き込まれる可能性もあるため

ご注意ください

札幌市障がい福祉課　☎011－211－2938

雇用契約に基づく就労機会を提供し、必要な訓練等を行う

就労継続支援Ａ型

就労継続支援Ｂ型

就労や生産活動の機会を提供し（雇用契約なし）、必要な訓練等を行う

生産活動を提供

公費による支援

原則通所

【就労系サービスを利用される皆さまへ】
　しゅうろうけい　　　　　　　　　　りよう　　　　　　みな

　　　　　　ふてきせつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちゅうい

　しゅうろうけいぞくしえん　　　　がた

　しゅうろうけいぞくしえん　　　　がた

せいさんかつどう　　ていきょう

こうひ　　　　　　　　しえん

げんそくつうしょ

　こようけいやく　もと　　 しゅうろうきかい ていきょう　　ひつよう くんれんとう　おこな

在宅での支援効果が認

められると市町村が判

断した利用者が対象です

〈事業所がすべき対応〉

１日２回以上の連絡

１月１回以上の訪問、通所

ざいたく　　　    しえんこうか　　 　みと

　　　　　　　　しちょうそん　　　はん

だん　　　　　りようしゃ　 たいしょう

じぎょうしょ　　　　　　 たいおう

にち　　 かいいじょう れんらく

つき　 かいいじょう　 ほうもん　 つうしょ

次のものを受け取る

☑手当、物品

☑紹介料

☑祝い金

つぎ　　 　　　　　　　 　う 　   　と

てあて 　 　　ぶっぴん

しょうかいりょう

いわ  　　きん

さっぽろししょう　　　　　ふくしか

 りようしゃ　　　 じしん　　　　　　 ふせい　　　　　　 はんざい　　　　　 ま　　　　　こ　　　　　　　　　　　　かのうせい

　　　ふてきせつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ていきょう 　　　　　　　じぎょうしょ　　　　　　 りよう　　　　　　　　  ばあい

受け取れる工賃や賃金は

通所先の生産活動収入から

経費を除いた額と定められ

ています

事業所が他の収入や公費

（給付費）をもとに工賃

を高くすることは禁止さ

れています

う　　　と　　　 こうちん　　ちんぎん

 つうしょさき せいさんかつどうしゅうにゅう

けいひ　　のぞ　　　 がく　 さだ

じぎょうしょ　た　しゅうにゅう　 こうひ

　きゅうふひ　　　　　　　　　 こうちん

　たか　　　　　　　　　　　　きんし

☑希望したら必ずできる

☑ほぼ実態のない活動や待機

　だけ（連絡や支援なし）

☑在宅コースで誰でも作業可

　と予めうたう広告
あらかじ　　　　　　　こうこく

ざいたく　　　　 　　　だれ　　 　  さぎょうか

じったい　　　　　　かつどう 　　 たいき

きぼう　　　　　　かなら

　　　　　れんらく　　しえん

ちゅうい

事業所選びは利用者の本意

による意思決定が重要です

そのため、金品等を渡し

紹介、誘因などを行うこと

は禁止されています

（利益供与の禁止）

しょうかい　ゆういん　　　　 おこな

きんぴんとう　　 わた

きんし

りえききょうよ　　きんし

じぎょうしょえら　　　 りようしゃ 　　ほんい

いしけってい　　 じゅうよう

しゅうろう　せいさんかつどう　きかい　ていきょう　　こようけいやく　　　　　　ひつよう　くんれんとう　おこな

１ ２ ３
適切な工賃

　てきせつ　　　　こうちん

適切な在宅就労
てきせつ　　　　ざいたくしゅうろう

適切な意思決定
てきせつ　　　　　　いしけってい

注意を要する例
ちゅうい　 　 よう　　　　  れい

注意を要する例
ちゅうい　 　 よう　　　　  れい

☑収入にならない活動

　なのに高い工賃

☑通所するだけで

　もらえる工賃

たか　　  こうちん

つうしょ

しゅうにゅう　  　　　　　　　　　　　かつどう

こうちん

注意を要する例
ちゅうい　 　 よう　　　　  れい


